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1/1 

Smart Data Platformサービス利⽤規約 別冊(ネットワーク) Smart Data Platformサービス利⽤規約 別冊(ネットワーク) 
 

第1章〜第4章 （略） 
 

第1章〜第4章 （略） 
 
別紙1〜別紙5 （略） 
 
別紙6 統合ネットワーク/関連サービス提供条件等 
1 （略） 

 
別紙1〜別紙5 （略） 
 
別紙6 統合ネットワーク/関連サービス提供条件等 
1 （略） 

2 各メニュー等の提供条件等 
(1) docomo business RINK 

A 提供条件等 
(A) （略） 

2 各メニュー等の提供条件等 
(1) docomo business RINK 

A 提供条件等 
(A) （略） 

(B) 共通的な提供条件 
a〜f （略） 

(B) 共通的な提供条件 
a〜f （略） 

 
g アクセス別契約型におけるアクセス回線契約名義の扱い 

 
g アクセス別契約型におけるアクセス回線契約名義の扱い 

(a) 当社は、アクセス別契約型において、docomo business RINKに係る契
約の申込み⼜は共通編第13条（契約に基づく権利の譲渡）に定めるSDPFサー
ビスに係る利⽤権の譲渡（その譲渡にdocomo business RINK利⽤権の譲渡
を含む場合とします。）の承認請求があった場合であって、次の事項に該当す
るときは、その申込承諾⼜は譲渡承認を⾏いません。 

(a) 当社は、アクセス別契約型において、docomo business RINKに係る契
約の申込み⼜は共通編第13条（契約に基づく権利の譲渡）に定めるSDPFサー
ビスに係る利⽤権の譲渡（その譲渡にdocomo business RINK利⽤権の譲渡
を含む場合とします。）の承認請求があった場合であって、次の事項に該当す
るときは、その申込承諾⼜は譲渡承認を⾏いません。 

(i) 株式会社NTTドコモが同社の5Gサービス契約約款に定める5Gサービス
として提供するアクセス回線の契約名義⼈と、そのアクセス回線が接続す
るdocomo business RINKに係る契約名義⼈とが、同⼀の者でないとき。 

(i) 株式会社NTTドコモが同社の5Gサービス契約約款に定める5Gサービス
として提供するアクセス回線の契約名義⼈と、そのアクセス回線が接続す
るdocomo business RINKに係る契約名義⼈とが、同⼀の者でないとき。 

 (b) (a)に定めるほか、当社は、(a)の(i)の状態であると当社が認めた場合は、
その状態の解消に必要な範囲において、そのdocomo business RINKに係る
契約の全部⼜は⼀部を解除することがあります。 

 
h〜v （略） 

 
h〜v （略） 

(C) （略） (C) （略） 
  

 


